
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  居住用財産の譲渡に関する税制改正 

Ｑ：平成16年度税制改正で、土地や建物の

譲渡損失の損益通算や繰越控除が廃止されま

したが、居住用財産の譲渡損失についてはな

おも特例的に認められ、拡充されたと聞きま

した。詳細を教えてください。 

 

Ａ：次のいずれかの選択適用となります。 

【解説】 

１．居住用財産を買換えた場合   （改正） 

 所有期間５年超の特定の居住用財産の譲渡

をし、その個人の居住の用に供する一定の買

換資産を取得した場合は、その居住用財産の

譲渡により生じた損失の金額は他の所得と損

益通算をし、通算してもなお生じる損失金額

については、翌年以後３年間(合計所得金額が

3,000万円以下の年に限る)にわたり繰越控除

をすることができます。改正では、この特例

の適用要件である「譲渡資産に住宅借入金等

の残高があること」が除外されてローン完済

者も適用可能となり、適用期限も平成18年12

月31日まで３年延長されました。 

２．居住用財産を売却した場合  （新設） 

 所有期間が５年超の特定の居住用財産の譲

渡により生じた損失金額は他の所得と損益通

算をし、通算してもなお生じる損失金額につ

いては、その譲渡資産の住宅借入金等の金額

から譲渡対価の額を控除した残額を限度とし

て､翌年以後３年間（合計所得金額が3,000万

円以下の年に限る）にわたり繰越控除できる

制度が創設され、新たに住宅を取得せず賃貸

住宅等に住み替えた場合にも適用可能となり

ました。  
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